
県政だより｢さんＳＵＮ高知｣

令和５年５月号から令和５年 10 月号

入札説明書

令和５年度

高 知 県



県政だより「さんＳＵＮ高知」令和５年５月号から令和５年 10 月号の印刷物請負に係る入札公告

に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

１ 調達に付する印刷物

(１) 印刷物名及び数量 県政だより「さんＳＵＮ高知」令和５年５月号から令和５年

10 月号

一式

(２) 調達物品に求められる仕様 別紙１要求仕様書のとおり。

(３) 納入期限 別紙１要求仕様書のとおり。

(４) 納入場所 別紙１要求仕様書のとおり。

２ 担当部署

(１) 入札関係

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内一丁目２番 20 号

高知県会計管理局総務事務センター

電話番号 088-823-9788

(２) 調達物品仕様関係

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内一丁目２番 20 号

高知県総務部広報広聴課

電話番号 088-823-9046

３ 入札に参加する者に必要な資格

(１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であるこ

と。

(２) 高知県における「令和３年度～令和５年度競争入札参加資格者登録名簿（物品購入等関

係）」に印刷業者（印刷に関する保有設備等申告書を提出している者。）として登録されてい

る者で、県内業者（高知県内に本支店又は営業所がある者を含む。）として登録されている者

であること。

(３) この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領（平成

７年12月高知県告示第638号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。

(４) ４によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日ま

での間に、令和３年度から令和５年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に

係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等（令和２年10月高知県告示第810号。以

下「告示」という。）第１の２の(９)に該当し、告示第７の規定により入札参加資格の取消し

を受けていないこと又は告示第１の２の(９)に該当しないこと。

４ 入札者に求められる義務

この一般競争入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を、令和５年３月 17 日（金）午後５

時までに、広報広聴課まで提出し、この入札に参加する資格があることの確認を受けなければな

らない。また、入札者は県から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければな

らない。



なお、提出された書類について確認を行い、不備が認められたときは受け付けをしない（郵送

による提出の場合は返送する。）場合があるので、余裕をもって提出すること。

また、内容に不備な点や不明な箇所があって、県から補正又は説明を求められた場合、令和５

年３月 22 日(水)までにその補正又は説明ができなかったときは、入札に参加できないものとする。

(１) ｢一般競争入札参加資格確認申請書｣

３頁後に掲載したものに必要事項を記入すること。

(２) 「納入実績表」

国（公社を含む。）又は地方公共団体との間において過去２年間に当該契約と種類及び規模

をほぼ同じくする物品の納入実績について、契約件名、契約の相手方、契約金額及び、契約

日を記した一覧表。

(３) 「補足資料」

上記提出資料のほか、県が必要と判断して補足資料の提出を求めた場合に提出すること。

５ 別紙１要求仕様書に対する質問

別紙１要求仕様書の内容に質問がある場合は、別紙２質問書を２の(１)の場所に提出すること。

質問に対する回答は、令和５年３月 14日（火）までに、高知県会計管理局の入札情報のホームペ

ージ（ページアドレス：https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/180000/nyuusatujouhou-index. h

tml）内に掲示する。

なお、質問書の提出方法は、持参、郵送（書留又は簡易書留郵便に限る。）又はＦＡＸ（電話に

て着信を確認すること。）に限ることとし、提出期限は、令和５年３月 10 日（金）午後５時（郵

送の場合は必着）とする。

６ 入札及び開札等

(１) 入札、開札の日時

令和５年４月４日（火）午前 10時

(２) 入札場所及び開札の場所

高知県高知市本町五丁目２番 17号

本町ビル ４階Ｂ室

(３) 入札書の記載内容等（別紙３入札書・委任状様式（記載例含む）参照）

ア 入札書には次に掲げる事項を記載すること。

(ア) 入札書提出年月日

(イ) 入札参加者本人の住所、氏名（法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表

者の氏名）及び押印（外国人の署名含む。以下同じ。）

(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名（法人の場合は、その所

在地、名称又は商号及び代表者の氏名）、代理人であることの表示、並びに当該代理人

の住所、氏名及び押印

なお、代理人が入札する場合は、入札書を投かんする際にあらかじめ委任状を提出

しなければならない。

(エ) 入札金額

入札金額は、納入に係る全ての費用を含んだ金額とすること。



落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当

する額を加算した金額（当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当す

る金額を記載すること。

(オ) 入札件名

イ 入札書または委任状の押印を省略する場合は事前に写真付きの身分証明書により本人確認

を受けること。ただし、委任状の委任者については押印省略できない。

(４) 入札書の提出方法

持参により提出することとし、上記(１)及び(２)の日時・場所において、所定の入札箱に

投かんしなければならない。

郵送等による入札は認めない。

(５) その他入札に関する事項

別紙４ 物品購入等一般競争入札心得による。

７ 契約書の作成

要。

８ 契約条項

（１）別紙５ 契約書（案）のとおり。

（２）受注した印刷業務は原則として自社で行わなければならない。やむをえず再委託をする場合

は、総務事務センターに申し出る必要がある。内容によっては、契約書に基づき、書面による

申請を行い、承認を受ける必要がある。

９ 契約の締結

(１) 落札者が、高知県から「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基

づく入札参加資格停止措置を入札の日から本契約締結の日までの期間に受けたとき、又は同規

程第２条第２項第５号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結

しないものとする。

(２) 落札者は、入札後、見積内訳書を提出するものとする。

(３) この入札による落札者は、契約締結までに２の（１）あてに独占禁止法の遵守に係る誓約書

と見積根拠資料を提出すること。落札者が誓約書等を提出しない場合は、契約を辞退したもの

として取り扱うものとする。

10 その他

(１) 入札参加者及び契約の相手方が本件調達に関して要した費用はすべて当該入札参加者及び

当該契約の相手方が負担する。

(印刷請負契約書第 7条)

請負者は、印刷の全部又は大部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。ただし、あら

かじめ書面による高知県の承認を得た場合は、この限りでない。



(２) 設定、搬入及び調整等使用可能な状態での引き渡しを受けるための役務等に要する経費は

契約の相手方の負担とする。



一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書

令和 年 月 日

高知県知事 濵田 省司 様

申請者の住所

商号及び代表者氏名

申請書作成担当者氏名

（ 電話番号）

（ ＦＡＸ番号）

令和５年３月６日付けで入札公告のありました、県政だより「さんＳＵＮ高知」令和５年５月号

から令和５年10月号の入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。

なお、入札公告及び県が入札に関して定める規定を遵守するとともに、この申請書のすべての記

載事項及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。


